
ここ み笑 通信え子育てするなら三豊が一番！ 子 ど も ・ 子 育 て ・ 笑 顔 の み と よ
★4月のお知らせ★

ホームページにも
アクセスしてください!!
http://www.kokoemi.jp/

ケータイ・スマホは
こちらからアクセス!

子育て情報満載!!

2 月生まれの
赤ちゃん

29人

はじ
めまして

（男の子17人
女の子12人）

市内在住で、満1歳の誕生日を迎え
る愛どるを募集しています。6月生
まれで掲載を希望する人は4月11日
（月）～28日（木）の期間に市ホーム
ページから申請書をダウンロードし、
必要事項を記載の上、写真（データ
可）を添えて 、秘書課まで持参して
ください。▲

申し込み・問い合わせ
　　　　　　 秘書課　☎73−3001

愛どる募集

※このコーナーの個人情報を営業目的など
　に利用することを禁じます。

6月生まれの

ふぉとぎゃらりぃ 4月
生まれ

❶
❷
❸
❹

吉
よしひさ

久　由
ゆり

莉ちゃん
2015年4月8日
弘晃・由美子（詫間町）
ゆり姫～♡生まれて
きてくれてありがと
う!大好きだよ♡

❶
❷
❸
❹

細
ほそかわ

川　陽
ひなた

詩ちゃん
2015年4月2日
晃功・早央里（豊中町）
1歳おめでとう♡か
わいい笑顔にいやさ
れてるよ♡

❶
❷
❸
❹

酒
さかい

井　将
まさひろ

宏ちゃん
2015年4月29日
宏幸・納満（三野町）
お誕生日おめでとう!
いっぱい食べて大き
くなってね。

❶
❷
❸
❹

山
やまもと

本　暖
だん
ちゃん

2015年4月9日
貴仁・由賀（三野町）
みんな、暖君大すき
だよ♡

❶
❷
❸
❹

次
つぎた

田　美
みおん

愛ちゃん
2015年4月15日
基・佳恵（山本町）
我 が 家 の 癒 や し 担
当 ♡ イ ッ パ イ 笑 っ
て イ ッ パ イ 楽 し も
うな♡

❶
❷
❸
❹

岸
きしもと

本　桃
ももか

花ちゃん
2015年4月22日
倫明・裕美（山本町）
桃ちゃんの笑顔にみ
んな癒やされてるよ。
いつもありがとう!

❶
❷
❸
❹

妹
せのお

尾　郁
いぶき

希ちゃん
2015年4月29日
悟司・陽子（高瀬町）
生まれてきてくれて、
ありがとう。そして、
お誕生日おめでとう
♡

❶おなまえ❷生年月日❸両親の名前（町名）
❹メッセージ

対象 日程 受付時間 場所

４カ月児健診
（平成27年12月生まれ）

19日（火）

13：30
～

13：50

三野町
保健センター

26日（火）

1歳6カ月児健診
（平成26年9月生まれ）

13日（水）
28日（木）

3歳児健診
（平成24年9月生まれ）

7日（木）
14日（木）

乳幼児健診

◎乳幼児健診・相談は子どもの成長や発達を知る節目の時期に実施しています。
　ぜひこの機会に受けましょう。

対象 日程 受付時間
（開始時間） 場所

平成27年6月生まれ
19日（火） 13：00～

13：10
（13：15）

三野町
保健センター26日（火）

10カ月児相談

対象 日程・時間 場所

1歳未満の子どもを 
持つ家族

（希望者は4日～13日までに 
お申し込みください）

20日（水）
10：30～11：30

三野町
保健センター

離乳食講習会

対象 日程・時間 場所

16週以降の妊婦
（希望者は11日～22日までに 
お申し込みください）

25日（月）
9：30～11：00

三野町
保健センター

プレママひろば

対象 日程・時間 場所

18歳未満の子どもと
その保護者

（希望者は25日までに電話で 
お申し込みください）

 26日（火）
13：30

～

16：00

市役所
3階

◎県の専門員が相談に応じます。保護者のみの相談も可能です。

児童相談

遺児年金支給事業を
ご存知ですか

対　　象

支 給 額

申し込み

【現況届について】
現在、遺児年金を受給している人は、4 月 28
日 ( 木 ) までに「遺児年金現況届」の提出が必
要です。該当者には通知します。

市内に住所を有し ｢遺児｣ の親権を行う人、
または現に ｢遺児｣ を監護している人
※｢遺児｣とは市内に住所を有する義務教育終
了前の子どもで、次のいずれかに該当する人

遺児１人につき 年額120,000円
※支給は年3回（7月・11月・3月）

子育て支援課または各支所

・父母が死亡
・父または母が死亡
・父母またはその一方が 1 年以上生死不明

ただし、離婚後に死亡した場合や、離婚後に生死
がわからなくなった場合は該当しません。

▶申し込み・問い合わせ　子育て支援課　☎73−3016 ▶申し込み・問い合わせ　子育て支援課　☎73−3016

小児慢性特定疾患治療研究事業の対象疾病で在宅
療養をしている、日常生活を営むのに著しく支障
のある児童に対し、次の日常生活用具を給付しま
す（世帯の課税状況に応じて自己負担があります）。

便器・特殊マット・特殊便器・特殊寝台・歩行支援用
具・入浴補助用具・特殊尿器・体位変換器・車いす・頭
部保護帽・電気式たん吸引器・クールベスト・紫外線
カットクリーム・ネブライザー（吸入器）・パルスオ
キシメーター

▲

問い合わせ　子育て支援課　☎73−3016

日常生活用具を給付します

生活用具種目

妊婦・乳児一般健康診査受診票の

交付内容が変わります
妊婦・乳児一般健康診査受診票とは、妊婦と 1歳未満の乳児が
健康診査を受診する際に使用できる受診票のことです。受診時に
受診票を提示すると、無料で検査を受けることができます。
4月から、下記のとおり受診票の交付内容が変更になりました。

市外からの転入者は受診票の交換が必要になりました

多胎妊娠の妊婦に
受診票が 2枚追加されます

市外で交付された妊婦・乳児一般健康診査受診票を持っている人は、4月以降、三豊市
が発行する受診票に交換してください。
※ 4月 1日より前に転入し、市外で交付された受診票を持っている人も交換が必要です。
　該当する人は、受診票と印かんを持って子育て支援課へお越しください。

妊婦一般健康診査受診票は通常 14枚交付し
ますが、4月以降、多胎妊娠の妊婦は申請によ
り追加で 2枚交付を受けることができます。
4月 1日より前に母子保健ガイドブックの交
付を受けている多胎妊娠の妊婦で、4月 1日以
降に妊婦健診を受ける予定があり、受診票の追
加交付を希望する人は、子育て支援課で申請を
してください。

赤ちゃんとお母さんの
健康のために


